
 

京都市告示第   号 

 児童福祉法（以下「法」という。）第２１条の５の１５の規定により，次のとおり法第   

２１条の５の３に規定する指定障害児通所支援事業者を指定しました。 

  平成３０年１０月９日 

京都市長 門川 大作   

１ 申請者 

 株式会社クラ・ゼミ（代表取締役 倉橋 義郎） 

２ 申請者の主たる事務所の所在地 

  静岡県浜松市中区田町２３０番地の１５ 

３ 事業所の名称 

  こどもサポート教室「きらり」修学院校 

４ 事業所の所在地 

  京都市左京区山端川原町９番１号エクセレント修学院１階Ｂ号 

５ 指定する事業の種類 

  児童発達支援，放課後等デイサービス 

６ 指定年月日 

  平成３０年９月２５日 

７ 事業所番号 

  ２６５０６００２２０ 

（子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課） 
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